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はじめに ^

本論は、従来の伝統的な音楽史の記述において曖昧なまま語られていたギヨーム • 

デュファイ（c .1400〜 1474) とヴァロワ家系ブルゴーニュ侯家（以下ブルゴーニュ家と 

略記）との関係を、歴史学的視点や近年の研究成果を用いて再考し、ひいては15世紀に 

おける音楽家とパトロンの関係という、より全体的な視野において、なんらかの知見を 

得ることを目的としている1。

問題の所在

音楽史において、15、16世紀は美術史に做って「ルネサンス期」と称され、さらにお 

もに前者は「初期ルネサンス」、後者は「後期ルネサンス」とされる2。当時の音楽には、 

古典古代の芸術思想を理想とした文芸運動という狭義の「ルネサンス」概念に該当する 

ものは乏しい3。し か し 「ルネサンス」を、個人的であれ社会的であれ、なにかしらの革 

新的な思想や態度、または雰囲気に満たされていたある一時代として広義に定義すれば、 

冒頭の時代設定は、今に伝えられ今音楽にみられる和声面の「近代性」、あるいはティン 

クトーリスなど当時の音楽理論家たちの証言などから見て、妥当であると言えよう4。そ 

こで問題となるのは、「ルネサンス」という運動や特にその産物である人文主義思想がイ 

タリアから西ヨーロッパ各国へと浸透してゆくという一般的な「ルネサンス史観」の図 

式に対して5、同時代にイタリアで活躍していた音楽家の多くは、現在の北フランス、ベ 

ルギ一 、 オランダ、ルクセンブルクを中心とした北ヨーロッパの出身であった、という 

事実である。 ここにいわゆる「楽派」の問題が生じる。

「ネーデルラント楽派」という用語は、そうした「ルネサンス期」に活躍していた音楽 

家たちを総称するものとして用いられている6。その起源は16世紀初頭のグィッチァル 

ディ 一二に代表される当時の世評にさかのぼり、ホーキンスやフォルケルといった18世 

紀の音楽学者に受け継がれ7、19世紀前半のフェティスやキーゼヴェッターらによって 

いささかその地理的範疇が拡大され、現在に至るまで音楽史の記述において定着してい 

る。しかしながらこの用語には、誤解を招きかねないニ、三の問題がある。つまり政治 

的に見ると、少なくとも1543年の力一ル5世によるリエージュ司教領などを除くネ一デ
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ルラント全丨7 州の統合までは、同地方に地域的な統一性をみいだすことは困難である 8。 

同じことは言語的にもいえる。 そ も そ も 「低地地方」 を意味するネーデルラント  

(Nederland)という語の初出も 15世紀末であり、しかもそれが「オランダ」を表すよう 

になるのは20世紀になってからである。つまりこの語を使用することは「当時存在して 

いなかった歴史をなす」アナクロニスムとなってしまうのである 9。 こうした理由から 

「フ ラ ン ドル楽派」、「フランコ = ネーデルラ ン ト楽派」、「フランコ= フ ラ ン ドル楽派」な 

ど、より地域を限定した用語も創出されたが、それらはいたずらに問題を複雑にしたの 

みであった。

「ブルゴーニュ楽派」という用語はこのような状況のもとで生まれたものである。15世 

紀の音楽家保護の観点におけるブルゴ一ニュ宮廷の重要性は、クラジョやレーデラーら 

19世紀末から 2 0世紀初頭にかけての先駆的研究によってみいだされじ、ホイジンガの 

!"中世の秋 J (1921 )の成功はそれに拍車をかけ、べッセラ一を始めとした後の諸研究に 

影響を与えた11。丨939年にはマリ一によるブルゴーニュ宮廷の音楽家たちに関する本格 

的な個別研究が出版され、モーザーは自身の音 楽 事 典 （1 9 5 3 )に 「ブルゴーニュ音楽」 

という項目を立て、それが音楽史の記述において定着したことを物語っている。確かに 

現在のフランスのブルゴーニュ地方、すなわち当時のブルゴーニュ侯領ならびに同自由 

伯領出身の音楽家によるものと誤解される恐れもあるが、実際ブルゴーニュ家の宮廷は 

ネーデルラント地方におかれていたことがほとんどであり、またその構成員や文化はフ 

ランスの影響下にあった12。さらに 1477年のヴァロ ワ . ブルゴーニュ侯家の断絶後も、 

同 地 方 が 「ブルゴーニュ」 と呼ばれていたことは、「多様な要素をもった文化的グルー 

プ」としてのその用語の妥当性を支持するものであった13。ともかくこの用語を使用す 

るか否かにかかわらず、15世紀の音楽史におけるブルゴーニュ宮廷のはたした役割は看 

過できないものとなったのである。

さてこの「ブルゴーニュ楽派」という用語は、上 記 の 「ネーデルラント楽派」よりも 

曖昧なニュアンスを含んでおり、か つ 「楽派」という言 葉 が 「指導的な立場にある教師」 

の存在を想起させるために、音楽史における同時代の巨人であるデ ュ フ ァ イ は 「ブル 

ゴーニュ楽派の指導者」とみなされるようになった。しかしブルゴーニュ宮廷の会計文 

書にデュファイに関する記録はまったく存在せず、 よって彼が同宮廷の聖歌隊に属し、 

その聖歌隊員を中心とした音楽家たち を 「指導」していたことは考えられない。確かに 

実際の接触の有無にかかわらず、デュファイが多くの音楽家になにかしらの影響を与え 

たという見方では、デュファイを「ブルゴーニュ楽派」の指導者とみなすこの説明もあ 

る程度納得のいくものであろう14。しかしながらこの用語から、デュファイが「ブルゴー 

ニュ侯シャルル • ル • テメレールの音楽教師に任命された」とか、「ブルゴーニュ宮廷の 

聖歌隊歌手の称号を得た」などといった、断片的な史料の誤読に基づく記述が生じ、そ 

れらがいまだに人口に贈炎しているのも事実である15。

他方、ファロウズの伝記に代表される近年の研究にはこのような誤りこそないものの、 

実証的作業によって得られた成果を、上 述 の 「楽派」の問題やパトロンと芸術家の関係 

といった、「ルネサンス」という時代の全体的な理解と関係付けるという作業は、十分に 

行なわれているとはいい難い。また断片的ながら現存する、デュファイとブルゴーニュ 

家とを関係付けるそれらの史料が何を物語るかについては、近年の研究もまた「パ卜ロ 

ンと恒常的に宮廷に仕える音楽家」 という構図にとらわれすぎている感も否めない。



よつて今必要とされることは、デュファイとブルゴーニュ家に関する曖昧な記述を整理 

し、それらを広い枠組みのなかで位置付けることであろう。

本論はこうした問題意識のもとで、デュファイとブルゴーニュ家との関係の再考を試 

みるものである。以下では、まず両者が実際に接触した事例をそれぞれ検証し、続いて 

ブルゴーニュ家が介入したデュファイの聖職禄、そして両者をつ な ぐ作品について考察 

する。

1.両者の接触

デュファイとブルゴーニュ家の最初の接触は、1434年 2 月7 日から I I 日にかけて、サ 

ヴォワ侯国の首都シャンベリで催されたサヴォワ侯アメデ8世の息子ルイとキプロス王 

ジャニュス . ドゥ. リュジュニャンの娘アンヌとの結婚式で行なわれたとみられている。 

1435年 3月21日付のサヴォワ侯家の会計記録は、33年の8月に教皇庁聖歌隊を去ってい 

たデュファイが、34年 2 月 1日より同家に仕えていたことを伝えており|5、おそらくこ 

の結婚式のためにデュファイは招かれたと思われる。一方ブルゴーニュ宮廷は、1434年 

1月 13日にディジヨンを発ち、2月7 日に200名 もの従者をひきつれてシャンベリ入りを 

しておりn 、両者の接触があったのは確実であろう。

しかしながらその様子を伝える史料は乏しい18。サヴォワ侯家の秘書官マルタン • ル - 

フランの F婦人たちの擁護者 j  (c .1440-42)はその唯一のものだが、デュファイやバン 

シヨワが、ブルゴーニュ家にも仕えたかつての音楽家たちの歌を、ダンスタブルを中心 

としたイングランド人の影響を受けた「新しい技法」 （nouvelle pratique) によって受け 

继いだ、という当時意識され始めていた「音楽の革新」を主題とした記述と、おなじく 

二人がブルゴーニュ侯妃イザベル . ドゥ•ポルテュガルが連れてきたヴイオール奏者に 

驚愕した、という記述しかなく19、そこからなんらかの具体的な情報を得ることはでき 

ない。よってこの1434年の祝宴においてデュファイとブルゴーニュ家との間にどのよう 

な関係が生じたかは、推測の域を出ないのである。

さて 1439年頃にデュファイが聖堂参事会員として力ンブレーに戻ってからは、フィ 

リツ プ • ル • ボンによって2 回、 シャルル . ル • テメレールによって4 回の計 6 回の接 

触が確認されている。

まず 1446年 10月 7 日にデュファイは、力ンブレ一からブリュツセルにあるブルゴ一 

ニュ宮廷に出向いているのが、カンブレー大聖堂の参事会記録からわかっている。その 

目的は「ニコラウス •ア ミ クスとクインテイヌ ス .ゲラルドゥスとの間に生じた教会内 

の困 難 • 紛争に関して、同 （ブルゴーニュ）侯から参事会員ならびにロ一マ教皇庁にい 

るその他の者たちに宛てられた信書」を受け取るためであった2°。そして同 10月にデュ 

ファイは、モンスのサント•ウォードリュ参事会聖堂において参事会員ならびにその給 

与資格者として記録されているが、どういうわけかその史料はデュファイのことを「ブ 

ルゴ一ニュ侯の礼拝堂付き司祭」と記しているのである:1。この記述はなぜ生じたのか。 

ライトはデュファイがノ《ンシヨワと共にブリュツセルのブルゴーニュ宮廷からモンスに 

至ったためだとしているが:2、他方でクレールはこれは一種の名誉的な称号だとしてい 

る23。確かにこの後デュファイは1452年頃に再びサヴォワ宮廷に聖歌隊長として復帰す 

るが、その際も同宮廷の史料に「最も輝かしい領主であるブルゴーニュ侯の歌手」と記



されており24、これはクレールの主張を裏付けるものとなろう。 しかしながら、どちら 

にしてもこれらの記述は第三者による誤謬、あるいは政治的力学を背景としたレトリッ 

クにすぎない。デュファイ自身も、サヴォワ宮廷のある聖歌隊歌手の遺言執行を行なう 

ための自筆の領収書では、自 ら を 「我が最も名高い主人であるサヴォワ侯の聖歌隊長」 

と明記しているのである25。

続いてフィリップ治世期の2回目の接触は、今度は 1449年にカンブレーで行なわれた 

とみられている。ブルゴーニュ侯は同年1月 19日に力ンブレーを訪れ、同市のサン•オ一 

ベル大修道院長ジャン . ル . ロベールによって歓迎された26。その翌日フィリップは「い 

とも優雅に歌われた」ミサを聴き、カンブレー側から12人が参加した晩餐会は深夜まで 

続き、翌々日の2丨日にブルッへ（ブリュージュ）に向かった。その際、出発の準備が遅 

れたが、2 人の少年聖歌隊員によって歌われたシャンソンによって楽しく時間をつぶす 

ことが'できた、という。また同年3月3 日に、デュファイはバ ン シ ョワとともにサント • 

ウォードリュ教会の参事会に出席したが27、このことからライトは、デュファイは1月 

2 1日にブルゴーニュ宮廷とともにカンブレーを発ち、リールを経て2 月の約一ヶ月間を 

ブリュッセルで過ごし、そこからモンスへ向かった、と推測している28。なおブルゴー 

ニュ侯フィリップは145フ年8月25日にもカンブレーを訪問しているが29、このときデュ 

ファイは上記のようにサヴォワにおり、両者は接触していない。

さて以上のフィリップとデュファイの接触がいかにも偶発的で、または力ンブレー大 

聖堂とブルゴーニュ侯家との関係に依存したものであったのに対して、シャルル • ル . 

テメレールとのそれは、個々の情報はやはり乏しいものの、両者により親密な友好関係 

があったことを暗示している。

1460年 10月23日、まだシャロレ一伯であったシャルルはカンブレーを訪問した。こ 

のことは力ン.ブレー市立図書館所蔵のある写本の余白に記された書き込みからわかって 

おり、その書き込みにはシャルルが創ったモテットや歌曲などが、ミサの後に彼の目前 

で少年聖歌隊員とその肺らによって演奏されたことが記してある3。。またカンブレー大 

聖堂の教会財産管理職（officium fabrice)の会言十記録から、シャルルは 1462年にもカン 

ブレーを訪問したようで31、その史料ではシャルルの到着時に演奏されたミサのために 

30スーが下級代理職（parvivicarii = 聖歌隊）の者たちに支払われているのである。

シャロレ一伯時代のシャルルに関する研究は少なく、これらの訪問がどのような意図 

で行なわれたかを推測することは困難であるが、音楽に関する記述がみられることは注 

目すべきことであろう。またブルゴーニュ侯となった後の力ンブレー訪問については具 

体的な記述こそないものの、研究者が両者の親密な関係を推測してやまない状況証拠に 

満ちている。

例えば 1468年 10月 9 日から14日にかけてペロンヌで行なわれたシャルルとフランス 

王ルイ 11世の有名な会見後、両者はリェージュで発生した反乱を鎮圧するために急遽同 

地へと向かったが、その途上の10月 16日に二人はわざわざカンブレーに立ち寄ってい 

る32。ライトは、ルイ 11世が参事会長の家に泊まったのに対して、シャルルがデュファ 

イの家にも近いサン • オーべル大修道院に泊まったことを対比させ、デュファイとシャ 

ルルの親密な関係をそこに読もうとしている33。またシャルルは1473年 5月にヴァラン 

シェンヌで行なわれる予定であった金羊毛騎士団（Ordre de la Toison d’Or) の集会に出 

席する途上にも力ンブレーを訪れているが、それも第3章で扱うように同騎士団の礼拝
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と関係があったとみられている。そしてこうしたデュファイとシャルルの親密な関係を 

示す史料は、デュファイ自身のものにもあった。デュファイの遺言状には、シャルルへ 

の 「様々なシャンソン」が収められた6冊の楽譜の遺贈が記されているのである34。

2. 聖職禄をめぐって

聖 職 禄 （bénéfice)は、教会人である音楽家が常に渴望するものであり、またパトロン 

にとっては音楽パトロネージの有効な手段であった35。この章では、ブルッへのシント . 

ドナース參事会聖堂における、デュファイの聖職禄に関して生じたトラブルにブルゴー 

ニュ家が介入した事例を中心にして、聖職禄という経済的要素を通した両者の関係を考 

察する 36。

デュファイが初めて得た聖職禄は、教皇使節の枢機卿ルイ•アルマンの庇護のもとで 

1427年 4 月までに所得したとみられる、カンブレーのサン•ジェリ教会におけるサル 

ウェ一礼拝堂の助祭職であった。その後デュファイは翌28年 5 月までに司祭職を得て、 

10月までには教皇庁の聖歌隊に入り、時の教皇マルティヌス5世からラン大聖堂のサン- 

フィアクル祭壇付き司祭職、カンブレーのサン • ジヱリ教会のサン - ジヱリ祭壇付き司 

祭職、ラン司教管区のヌヴィオン= ル= ヴィヌ一教区教会における洗礼者ヨハネの祭壇 

付き司祭職、等の聖職禄を得る。続いて1431年 3 月3 日に教皇に就任したエウゲニウス 

4世は、同年 4 月 24日に、新任の教皇の慣習として、教皇庁の聖歌隊員を含む多くの者 

にそれぞれの請願にもとづき聖職禄を与えたが37、デュファイもトゥルネ一司教管区の 

サ ン • ピエール教区教会の礼拝堂付き司祭職（詳細は不明）に加え、どの教会か明記さ 

れていない二っの参事会員職を請願している。そのひとっがここで問題となるブルッへ 

のシント . ドナース参事会聖堂の参事会員職であったとみられている。31年 8月22日に 

は 「見込み聖職禄」 （bénéfice expectatif)としてそれはデュファイに与えられ、シント • 

ドナース教会の参事会も同年9 月3 日にこの聖職禄に関する教皇からの信書を受け取っ 

た。そしてそれから約7年後の 1438年 4 月28日に、前任者ギヨーム • ドゥ • メイエール 

の死によって、デュファイは晴れて同教会の24番目の参事会員となった38。

しかしながらデュファイはすでに、1436年 11月 12日にカンブレー大聖堂の参事会員 

職の聖職禄を得ており、その後しばらくはそのまま教皇庁の聖歌隊にとどまったが、少 

なくとも39年 12月からはカンブレーに戻って同大聖堂の参事会員としての活動を開始 

している39。そのためデュファイはシント•ドナース參事会聖堂で参事会員としての活 

動を行なうことはできず、よってその聖職禄は多額の課税の対象となる「不在扱い」（in 

absentia)となった。シント • ド: / ス教会において聖職禄は、まず該当者が「在地」し 

ているか、あ る い は 「不在」か、それとも「特例措置」（ad privilegium)にあるかによっ 

て、また課税から得られる基金が教会の財産管理職（adfabricam)に使われるか、その 

他の用途で使用されるかによって、その課税額は異なっていた。そしてその決定は毎年 

参事会によって行なわれていた。

この聖職禄の査定をめぐって、デュファイはシント . ドナース教会参事会と8年間に 

渡って争論を繰り返すこととなった。まずデュファイはおそらく特例措置で自分の聖職 

禄を扱うよう、シント • ドナース教会の参事会に申請していたものとみられる。1438年 

と39年のそれぞれ 12月に行なわれた参事会の査定は、な お 「考慮中」（in deliberatione)、
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に事態の解決を依頼したとみられ、同年5月 12日にはフィリップ-ル •ボン自身から同 

参事会に、44年度分のデュファイの聖職禄収入を上記のグラティア（臨時賞与）による 

40リーヴルでもかまわないから支払うように、という要請がなされた。しかしながらニ 

日後に出されたそれに対する同参事会の対応は、今回に限りこの要請を受け入れるが、 

これ以上この問題に関して干渉は行なわないでほしい、というものであった。

結 局 1445年度にデュファイの聖職禄収入が支払われることはなかった。すると翌46 

年 6 月 26日には、ダルシーと名乗る、カンブレー司教やシント.ドナース教会の参事会 

長も務めていたエタン伯ジヤン • ドウ•ブルゴーニュの騎士が同参事会に現れ、デュファ 

イの聖職禄収入の支払いを求めてきた。同参事会はこれを拒否し、同時にブルゴーニュ 

侯とエ タ ン伯がこの問題にこれ以上干渉しないよう、この騎士に念を押したところ、ダ 

ルシーは参事会に対して復簪を行なう、と脅しをかける騒ぎにまでなった。しかし参事 

会は決して譲ろうとはしなかった。

こうした八方塞がりの状況のなかで、デュファイはついにシント. ドナース教会の参 

事会員職を 1446年 10月 4 日付で辞職することとなった。後任にはブルゴーニュ宮廷の 

首席礼拝堂付き司祭のケザン • デュピュを含む五人が選ばれ46、一方デュファイはその 

引き換えに、モンスのサント • ウォードリュ参事会聖堂の参事会員職の聖職禄を10月 17 

日に得た。これ以降、最低でも年間100リーヴルを保証したこの聖職禄をデュファイは 

その死まで保持し続けたのである47。

シント • ドナース參事会聖堂の参事会員聖職禄をめぐる、8年間にも及ぶデュファイ、 

同参事会、そしてブルゴーニュ侯をまじえた争論を概観してきたが、ここから以下のこ 

とが類推されよう。デュファイのこの聖職禄は、教皇エウゲニウス4世から得たもので 

あったが、少なくともデュファイが教皇庁の聖歌隊を退き、またカンブレー大聖堂の参 

事会員として活動している以上、シント’ドナース教会において同様の労力に見合う報 

酬を得ることは不可能であった。しかしながら音楽史における栄光とはうらはらに、当 

時のデュファイの聖職禄収入はそれほど多くはなく48、デュファイとしてはこの聖職禄 

から可能な限り多くの収入を得たかった。そのためにデュファイは参事会に対してまず 

は個人的に請願を行ない、そしてそれが通らない場合はブルゴーニュ侯に仲裁を依頼し 

たのである。しかしながらシント • ドナース教会参事会は、デュファイのブルゴーニュ 

家に対する奉仕が同参事会への「不在」の正当な理由になるものであるとは、最後まで 

納得できなかった。実際シント • ドナ一ス教会では、その礼拝のために作曲を行ない、 

それを送付したり、あるいは代わりの歌手を派遣することで同教会における職務を免れ 

ていた者がおり49、デュファイにもそうした義務をはたす必要があったのかもしれない。 

そしてブルゴーニュ家についていえば、この事例は同家と関係の深いシント•ドナ一ス 

教会においてすら、当事者たちの同意なくして強引にパトロネージを発揮することはで 

きないことを示唆しているのである。

3 .作品を媒介にした両者の関係

ながらくデュファイがブルゴーニュ宮廷のために、特定の意図をもって書いた曲は存 

在しないといわれてきた。しかしながら金羊毛騎士団の礼拝における音楽の役割に着目 

し、1985年に発表されたプライツァーの論文は5°、デュファイの曲がそこで定期的に演



ある い は 「未決定」（indecissa)というものであった。そして 1440年 2 月 17日に同参事 

会は、「も し （デュファイが）特例措置にあり、 またすみやかに（そのことが）それを 

負っている者によって証明されれば、その課税額はすべて教会財産に使用される」と決 

議した4 これを受け、デュファイは、自分は1439年 6 月 2 8日から翌40年 2 月 2 日ま 

でブルゴーニュ宮廷に仕えていた、という趣旨の手紙を書く。上記の聖職禄の特例措置 

は、在地していなければならないという条件の他に、「ブルゴーニュ侯に仕える30人の 

特権授与者」にも認められていたからである41。ここでデュファイが主張したことは、自 

分 も そ の 「30人の特権授与者」のひとりである、 というものであった。

シント . ドナース教会参事会は1440年 6 月 2 3日にその信書を受け取ったが、特例措 

置は更なる情報を得てから認める、とした。するとその五日後に、今度はブルゴーニュ 

侯 フィリ ッ プ .ル • ボンより、参事会にデュファイの主張を証明する信書が届いた。 し 

かしながら参事会はなお、デュファイがいう「ブルゴーニュ宮廷勤め」が本当に「不在」 

の者の特例措置に値するかどうか、すなわちデュファイがブルゴーニュ宮 廷 に 「常勤」 

していたかどうか、疑問に思った。では実際はどうであったかというと、ブルゴーニュ 

宮廷は M39年 6 月 2 8日から翌40年 4 月 5 日まで、ほぼサント. メールにあったのに対 

して42、デュファイはおそらく力ンブレーにいたものとみられている《。よってデュファ 

イが少なくともその主張する期間において、继続的にブルゴーニュ宮廷に仕えていた可 

能性は低い。このようなことからシント • ドナース教会参事会は、1440年 11月 2 4日に 

デュファイの聖職禄収入を「不在聖職禄」 （ad foraneitatem)として課税した。デュファ 

イは同年12月 11日に代理人を通じてこれに抗議したが、その翌日に出された参事会の 

決議は、デュファイが「決められた場所、特権を与えられた場所において、適当な期間 

在地しているか、あるいは特権的に収入を得ることが認めれているならば、参事会はそ 

の （支払い）義務を認めるが、さもなければ不在聖職禄の規則に従わざるを得ない」 と 

いうものであった44。こうして140リーヴル10スーと見込まれていた1440年度のデュ 

ファイの聖職禄収入は、一切払われなかったのである。

それでもデュファイはめげずに交渉を続ける。 1442年 1月 2 4日にデュファイはシン 

ト • ドナース教会の参事会に出席し、そこで自分の聖職禄収入を支払うよう訴えた。す 

ると参事会は正規の方法でそれを行なうことはできないので、「グラテイアの手段によっ 

て」 （per modum expedientem gratiam)、すなわち臨時賞与の形で、41年度分の聖職禄収 

入として4 0リーヴルを支払うことを認めた。 また同年5 月 12日には、ブルゴーニュ宮 

廷から数名の特例措置に関する信書が参事会に届いたが、他のブルゴーニュ宮廷の聖歌 

隊員についてはすんなり認める一方で、デュファイに関しては「参事会員が義務を負っ 

ていた限りにおいて、また以後何人も（このような）権利を保持することはない」とい 

う条件付きでしか、聖職禄の特例措置を認めていないのである45。 これを受けてデュ 

ファイは同年9 月 2 4日に個人的に請願を行なったが、上記の 4 0リーヴルに居住場所の 

自由の権利を得る、という妥協案を引き出すことが限界であった。

デュファイは1443年 10月4 日にも同様の請願を行ない4 0リ一ヴルを得たが、翌 44年 

は再び聖職禄収入が支払われないという事態に陥った。そして45年 4 月 5 日にシント • 

ドナース教会参事会は再びデュファイの請願を退けつつ、彼の要求はこれ以上グラティ 

ア （臨時賞与）を要求しないという条件で受け入れたのだと主張し、もはや40リーヴル 

ですら支払うことはできないとしたのである。そこでデュファイは再びブルゴーニュ侯



奏されていたことを発見し、またそれを受けて1988年に発表されたプランシャールの論 

文は、従来から真作性をめぐって議論が絶えなかった r トレント写本J のなかに、デュ 

ファイが同騎士団の礼拝式のために作曲した一連のミサ曲があるのではないか、という 

仮説を提示した。この章では両者の説を紹介しっっ、作品によって結ばれたデュファイ 

とブルゴーニュ家との関係を考察する。

金羊毛騎士団の儀礼において音楽が演奏される場は、金羊毛騎士団が結成された1430 

年から 1559年まで断続的に計23回行なわれた同騎士団の集会、ディジョンのサント . 

シャペル礼拝堂、そしてシ ャルル • ル.テメレールの治世に始まったとみられる「小集 

会」 （petit chapitre)の三つあった。まず金羊毛騎士団の集会だが、これは 1445年の第 7 

回までは同騎士団の守護聖人、聖アンドレの祝日（11月 3 0日）に、 1451年の第 8 回か 

ら 1491年の第 15回までは5 月に、それ以降は任意の月に五日間に渡って行なわれてい 

たものである。この集会の間、開催地の教会では連日ミサが執り行われ、それはこの騎 

士団の儀礼において重要な位置を占めていた。

問題はこのミサで、1501年にブリュッセルで行なわれた第16回の集会を記したマント 

ヴァ侯の大使ニッコロ • フリージョは、集会の二日目に行なわれる r死者慰霊のための 

聖務日課J と三日目の [レクイェム』について以下のように書いている。

• • •このようなしきたりで『死者慰霊のための聖務日課J は歌われた。この土地で最も 

高名な音楽家であったというカンブレーの参事会員は、この聖務日課と悲しくも、荘厳で、 

この上なく素晴らしい三声のミサ曲を作曲したが、生前にそれを公にすることはなかった。 

彼はその曲が彼の死後、魂の安息のために歌われるよう遺言状に記したが、前述の騎士団は 

それを自らの儀礼のために採用したのだ51。

ここで言及されているミサ曲とは、現在失われたとされるデュファイの r レクイェム j  

のことを指している。こ の 『レクイェム』はフリージョのいうようにデュファイの遺言 

状に記され、1470年頃に作曲されたものとみられているが、残念ながらその行方は確認 

されていない52。この曲は単にデュファイ唯一の r レクイェムj というだけではなく、お 

そらく最古の「多声レクイェム」として音楽史的にみても非常に重要な作品であり、こ 

のプライツァーの発見はデュファイ研究者らの注目を集めた。カンブレー大聖堂では、 

デュファイの死後50年にも渡ってこのミサ曲が演奏されていたという記録があるが53、 

それ以外の場所で言及されたのはここが初めてであった。

問題は金羊毛騎士団がこの曲を使用するに至った過程である。ブライツァ一は騎士団 

長シャル ル • ル . テメレールによってヴァランシェンヌで行なわれた1473年 の第 12回 

集会、またはマキシミリアン1世によって 1478年にブルッへで行なわれた第13回の集 

会から使用され始めたとし、特に73年のシャルルの力ンブレー訪問時にこの r レクイェ 

ムJ を受け取った可能性を強調している 54。だが彼の推理がフリージョの記述と矛盾し 

ていることはいうまでもなく、デュファイが金羊毛騎士団、すなわちブルゴーニュ家の 

ためにこの作品を提供したとは断定し得ない。

一方プランシャールの研究は、ディジョンのサント•シャベル礼拝堂において金羊毛騎 

士団を讃えるために行なわれていた永続的な祈願ミサに着目し、r トレント写本j のなか 

のひとつにそのための一連のミサ曲があり、さらにそれらがデュファイによって作曲さ



山本成生 9

れたことを証明しようとしたものである。とはいえその真作性の確定作業は複雑であり、 

すべてを説明する紙幅の余裕はない55。よってここでは概略を示すにとどめたい。

1432年に設立されたディジョンのサン卜 • シャベル礼拝堂における祈願ミサは、毎日 

の礼拝式が一週間単位で循環するものであった。その順序は月曜日から「レクイエム』、 

r天使のためのミサ j 、r聖アンドレのためのミサ j 、r聖霊のためのミサ j 、r聖十字架のた 

めのミサ j 、r聖母マリアのためのミサ j 、[■三位一体の主日のためのミサ j となっていた。 

ブルゴーニュ侯 フィリップ . ル . ボンは、1424年 12月 2 5曰と翌25年 2 月 14日付のニ 

つの証書をもって同礼拝堂に四人の少年聖歌隊とひとりの音楽教師からなる聖歌隊学校 

(matrîse)を設立し、その維持のために年間200リーヴルを提供していたが56、これは上 

記の祈願ミサを実行させるための伏線であったとみられている。 またこの祈願ミサは、 

ヴァロ ワ . ブルゴーニュ侯家の没落後はおろか、金羊毛騎士団の集会すら行なわれなく 

なった 1626年以降も続けられていた57。

この上記の一連のミサ曲を含むとみられているのが、 I■トレント88写本 J (TRmn 88) 

であるo f "トレント写本J (TRmn 87-93)とは、ハーベルルによって発見され、1885年に 

出版された彼のデュファイに関する研究書において始めて言及された、全七巻の楽譜が 

収められた写本群を指す58。その内容は、15世紀の 75年間に渡って1500曲を超える楽 

曲を含んでおり、名実ともに15世紀の最も重要な写本群を構成しているものの、作曲者 

名が記されているのは全体の一割にもみたず、それらの楽曲の真作性の確定は現在に至 

るまで多くの研究者の課題となっている。問 題 の I"トレント88写本 J についても、1947 

年にファイニンガーが同写本に収められたミサ曲の固有文楽章の校訂譜を刊行した際 '  

学問的な手続きを無視して多くの楽曲を安易にデュファイの作としたために後の学者に 

よって辛辣に批判された、という過去をもっている 6°。

さてプランシャールの「トレント88写本J の分析は、おもに礼拝式の検討に基づいて 

いる61。すなわち、「入祭誧」（introitus)、「昇階誦」 （graduale)、「アレルャ誦」 （alleluia)、 

「奉納誦」（offertorium)、「聖体拝領誦」（communio)といったミサの固有文楽章が、どのよ 

うな構成で、またどのテキストを採用しているかが問題となる。r トレント88写本J は全 

422葉に不完全なものも含めて16.の固有文ミサ曲が収められているが、そのうちアレルヤ 

誦をニつもっているミサが五つある。そのミサとは『聖霊のためのミサJ (113v-121r)、「三 

位一体のためのミサJ (121v-128r)、『聖アンドレのためのミサJ (128M34V)、『聖十字架の 

ためのミサ』（135M40う、I"天使のためのミサJ (147M540であり、ほぼ連続して配置さ 

れている。フランシスコ派の礼拝式では祈願ミサを執り行う際に二つのアレルヤ誦を義務 

付けており、つまり順序こそ異なるもののr レクイエムj と r聖母のためのミサ j を足せ 

ば、上記のサント.シャベル礼拝堂における金羊毛騎士団のための一連の祈願ミサに一致 

するのである。ま た 「レクイエム』が欠けているのは、[レクイエム』はこの時期はまだ 

単旋律でしか演奏されていなかったということで納得できるが、r聖母マリアのためのミ 

サ j が省かれているのは何故か。そこでプランシャールが注目するのは、この写本では上 

記のミサの後方216葉裏より、各固有文楽章がばらばらに配置されている、という事実で 

ある。そのなかから r聖母マリアのためのミサ j で使用されるテキストを集めると、その 

祈願ミサのために必要な楽章がすべて集まるのである。またこのような配置になっていた 

理由は、聖母マリアのための礼拝式が季節ごとに変わる複雑なものであったからとみられ 

ている。というわけでこの r トレント88写本 j には、サント.シャペル礼拝堂で行なわ
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れていた祈願ミサがすべて収められている可能性があるのである。

そしてこの上記の固有文ミサ曲のなかには、すでにデュファイの作であると学説か  定 

しているものがあり《、またそこで採用されているテキストはカンブレーで行なわれてい 

た祈願ミサのためのそれとほぼ一致している。一方、祈願ミサのためだけに使用される場 

合は必要のない固有文楽章を有していたり、反対にひとっの固有文楽章が複数のミサ曲で 

使用されるなど、これらのミサ曲は多様な用途を想定しつつも、ある一群を形成している 

のである。デュファイは1440年代にカンブレー大聖堂における礼拝のために多くのミサ曲 

を作曲していたことがわかっており63、以上のことからプランシャールは、デュファイは 

カンプレー大聖堂での仕事と平行して金羊毛騎士団の礼拝のために楽曲を提供したのでは 

ないか、という仮説を提示した。この仮説が今後、十分に批判•検討されなければならな 

いのはいうまでもない64。 しかしながらそれは、デュファイとブルゴーニュ家が「作品」 

によってむすばれていたことを示唆する重要な証拠を提供したのである。

おわりに

上 記の よ う な 「作品」 を通じた関係をデュファイと結んでいたとみられるものに、 

フェッラ -ラ の エステ家がある 65。同家とデュファイとの関係を伝える史料は、ブル 

ゴーニュ家のものよりも乏しく、1437年 5月6 日付の同宮廷におけるデュファイへの支 

払い記録、デュファイの作品が多数収録された二つの写本、そして 1443年にデュファイ 

がブルッへのボロ メ一 銀行でフヱッラーラ侯より2 0ドゥカータを受け取った記録、の三 

つしかない。しかしながらこれらの写本の分析や当時の状況証拠から、デュファイがエ 

ステ家の依頼を受けて楽曲を提供し、その報酬として上記の金額を得たことは明確であ 

る。この事例からロックウッドはデュファイのことを「15世紀にめまぐるしく発達した 

コミュニケ一シヨンの辋目、すなわち貿易、銀行、外交などによって遠隔地のパトロン 

との関係を維持し得た最初の音楽家」 と評している。

デュファイとブルゴーニュ家との関係は、デュファイとエステ家とのそれに近いもの 

ではなかったか。それを考えるには、ピーター.バークによるパトロネージの分類を参 

照することが有益であろう。バ ー ク は 「イタリア • ルネサンス」に関するその著作のな 

かで、パ トロネージのシステムを五つに分類している 6̂ 実はこの分類はほとんど J.M . 

B .エドワードによるそれを受け継いだものなのだが、バークはその際「個人的パトロ 

ネージ」 （personalizedsystem)を二つに分け、前者を恒常的に宮廷に仕え、 日々のパト 

ロンの要望に応える「家産型」（householdsystem)、後者を作品の完成までの期限付きで 

仕 え る 「あつらえ型」 （made-to-measure system)とした。 これをデュファイとブルゴ一 

ニュ家に適用すれば、デュファイが前者のかたちで仕えていたパトロンは教皇庁であり、 

サヴォワ侯の宮廷であり、また力ンブレー大聖堂であった。そしてブルゴーニュ家とは、 

前述のエステ家やあるいはメディチ家と同様に、「あつらえ型」のパトロネーシ関係をむ 

すんでいたのであり、つまりデュファイにとってブルゴーニュ家は「パトロン」という 

よりはむしろ「顧客」 （c lien t)であった。前述の両者に関する史料はこの文脈で理解さ 

れなくてはならない。

もっともこのバークの明解な分類によって、両者の関係を単純化しすぎるのも問題が 

あろう。なぜなら上記の分類には力ンブレーとブルゴーニュ家といった組織同士の関係



が個々の芸術家にいかなる影響を与えたかという視点が不足しており67、また「家産型」 

一ここではブルゴーニュ宮廷の礼拝堂付聖歌隊組織一においても、多様な音楽家パトロ 

ネ ー ジの手段が存在したことは見落としてはならない68。よって今後の課題は、ひとつ 

の組織におけるパトロネージの多様な形態を分析し、それらを他地域のそれと比較する 

ことで、綜合的なパトロネージ像を描き出すことであろう69。

こうした作業のすえに、我々は当時の音楽家やパトロンの生き方や考え方を共感する 

ことができ、「近代」への大きな推進力になった「ルネサンス」という運動を実態を伴っ 

たかたちで理解し得るのではないか。この意味で本論は、その前提を行なったにすぎな 

いのである。

* 本論で用いられる省略形は以下の通り

【写本】 •

AB: Bruges, Archier van het Bisdom

BAV, CS: Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cappella Sistina 

CAS: Chanbéry, Archives départementales de Savoie 

CBM: Cambrai, Bibliothèque municipale*

DAC: Dijon，Archives de la Côte-d'Or 

LAN: Lille, Archives départementales du Nord 

MAS: Mantua, Archivia di Stato

TAS: Turino, Archivio di stato (Sezione III Camerale, Conti dei Tesorieri generali di Savoia) 

* 力ンブレー市立図書館は現在Médiathèque municipaleと改称されている。

* *本論では日付はすべて新暦に改めてある。
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